
麻薬管理者免許に関する手続き 

 

 

 

麻薬取扱者免許記載事項変更届、麻薬取扱者業務廃止届、麻薬所有届は事由のあった日から１５日以内に提出してください。 

麻薬管理者免許について

住所・氏名を変更する

記載事項変更届

免許を廃止する

業務所を廃止する

麻薬管理者業務廃止届

（開設者による麻薬所有
届等が必要です）

業務所を継続する

後任の麻薬管理者がいる

（免許取得済み）

又は麻薬施用者が１名とな
る

麻薬管理者業務廃止
届

（麻薬引継報告が必
要です）

麻薬施用者が２名以上いる

後任の者が麻薬管理者免許
を取得していない

麻薬管理者免許申請書（事
前に申請が必要）

麻薬管理者業務廃止届

（麻薬引継報告が必要で
す）

詳しくは薬務課又は県立保
健所にご相談ください。

業務所が移転する

または開設者が変更する

麻薬管理者免許申請書（事前
に申請が必要）

移転または開設者変更後に、
麻薬管理者免許廃止届、開設
者による麻薬所有届等が必要
です。

詳しくは薬務課又は県立保健
所にご相談ください。

その他

薬務課又は県立保健所
にご相談ください。

和歌山県薬務課 


